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調布市学校給食調理業務等委託（富士見台小学校・多摩川小学校）に係る事

業者選定実施要領 

 

 この実施要領は，調布市学校給食調理業務等の委託契約の相手方候補とな

る事業者を選定するためのプロポーザル実施について必要な事項を定めたも

のである。 

 

１ 業務概要 

(1) 件名 

調布市学校給食調理業務等委託（富士見台小学校・多摩川小学校）  

(2) 調理業務等を委託する施設の名称・所在地 

  ア 調布市立富士見台小学校 調布市小島町３－２０－１ 

  イ 調布市立多摩川小学校  調布市多摩川３－２１－１ 

(3) 食数 

  ア 単独自校方式 調布市立富士見台小学校 ６００食／日 

  イ 単独自校方式 調布市立多摩川小学校  ６５０食／日 

(4) 業務内容 

受託事業者は，主に次の各項目に掲げる業務を実施するものとする。 

ア 学校給食の調理に関すること。なお，食物アレルギー対応はアレル

ギー対応専用スペースで行うこと。 

イ 給食調理の衛生管理に関すること。 

ウ 施設，付属設備及び物品の管理（軽易な整備及び調整を含む）に関 

すること。 

エ 給食調理室の衛生管理，整理整頓及びその他環境整備に関すること。 

オ 教育委員会が指定する事務に関すること。 

カ 前各号に掲げるものに付随する業務に関すること。 

(5) 委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

２ 見積限度額 
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  ６６５０万円（税込） 

なお，令和９年４月１日以降の契約は，業務成績に応じて年度ごとに更

新する。 

３ 実施形式  

公募型プロポーザル方式 

４ 参加資格 

申込時において，次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

(1) 調布市での競争入札参加資格を有していること。 

(2) 調布市指名停止等措置要綱（平成１８年調布市要綱第２２０号）によ

る指名停止を受けていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第

１項の規定に該当しないこと。 

(4) 調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年調布市要綱第

８号）にもとづく入札参加排除措置をうけていないこと。 

(5) 調布市暴力団排除条例（平成２４年調布市条例第２７号）第２条第

６号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。 

(6) 競争入札参加資格審査申請において，提出された書類の記載事項に虚

偽がないこと。 

(7) 「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」における競争入札参

加資格として，営業種目「病院給食・学校給食」に登録があり，かつ，

当該営業種目の共同格付が「Ａ」であること。 

(8) 公立小中学校において，１校につき１日６００食以上を提供する給食

調理業務等受託の実績を有すること。 

(9) 公立小中学校において，単独自校方式による給食調理業務等委託の実

績を有すること。 

(10) 当プロポーザル公示日から過去５年間，学校給食法（昭和２９年法律 

第１６０号）第３条第１項に規定する学校給食を調理する給食施設にお 

いて食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条に基づく食中毒 

等による処分を受けていないこと。 
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(11) 相互に資本関係又は人的関係にあるものが本プロポーザルに参加して 

いないこと。  

(12) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生 

手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１ 

条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

５ 募集方法 

  市ホームページに掲載して募集する。 

６ 申込方法及び参加資格審査 

(1)  提出書類 

ア 参加申込書（様式１）    正本１部 

イ 会社概要（様式２）           正本１部  副本１部 

(ｱ) 社名等は正本の表紙のみに記載し，表紙以外の紙面及び本文中には   

記載しないものとする。副本は社名が分からないようにマスキングをす 

ること。 

(ｲ) 提出部数は，正本１部，副本１部（ホチキス止め，コピーが可能なも 

の）とする。 

ウ 概算見積書（様式３）       正本１部 副本１部 

概算見積書作成上の留意点 

基本事項 

社名等は正本の表紙のみに記載し，表紙以外の紙面及び本文中には記載しな

いものとする。副本は社名が分からないようにマスキングをすること。 

業務内容 別添仕様書のとおり 

調理日数 
年１１か月，調理日数１９０日 

※１０日未満の増減については，この見積りの範囲に含めるものとする。 

食数 

単独自校方式 調布市立富士見台小学校 ６００食／日 

単独自校方式 調布市立多摩川小学校  ６５０食／日 

※１００食未満の増減については，この見積りの範囲に含めるものとする。 

見積上限 

金額 
６６５０万円（税込） 
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見積金額 

の算定 

人件費，（社員給与，社会保険費），保健・被服衛生費，消耗品 

費，代行保証経費等により算定するものとする。 

見積金額については様式３に示す内訳を記すこと。 

(2) 提出方法 

調布市教育委員会学務課（教育会館１階）へ持参又は郵送（必着）

すること。 

(3) 参加資格審査に関する質問 

   実施要領９のとおり 

(4) 提出期限 

 令和７年８月１２日（火）正午 

(5) 参加資格審査結果の通知 

実施要領に基づき事業者の参加資格を審査し，令和７年８月１８日

（月）に全事業者に対して，書面及び電子メールにて審査結果を通知

する。 

(6) 参加資格審査結果に関する質問及び回答 

審査結果について，令和７年８月２０日（水）正午までに書面（持

参又は郵送（必着））又は電子メールにて説明を求めることができる。 

回答は令和７年８月２５日（月）に書面又は電子メールにて通知する。 

７ 書類審査（一次審査）及び審査結果 

(1) 提出書類 

企画提案書 正本２部 副本１５部 

企画提案書作成時の留意点  

基本 

事項 

１ Ａ４サイズ，長辺綴じ，横書きとし，各項目概ね１ページ 

（最大１５ページまで※表紙・背表紙を除く）とする。 

２ 社名等は正本の表紙のみに記載し，表紙以外の紙面及び本文中には記

載しないものとする。副本は社名が分からないようにマスキングをする

こと。 

３ 提出部数は，正本２部，副本１５部（ホチキス止め，コピーが可能な

もの）とする。 
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４ 下記「記載事項」に示す項目ごとに，項目番号及び項目内容を明記し

それに回答する形式で記載すること。 

５ プレゼンテーション審査の際は「企画提案書」に基づき，プレゼンテー

ションを行う。プレゼンテーションを２０分，質疑応答を２０分行う。 

記載 

事項 

１ 学校給食調理業務等に対する会社としての考え方 

学校給食部門の経歴，基本的考え方，特色について 

２ 業務遂行能力 

(1) 学校給食部門における社員，パートの採用計画， 従業者の配置計

画,１日あたりの勤務従事者数について 

(2) 現場責任者（チーフ），副責任者（サブチーフ）の育成計画について 

(3) 社員，パートに対する研修体制について 

(4) 欠員時の応援体制及び対応方法について 

(5) 異物混入対策・再発防止策について 

(6) 調理品の仕上がり・調理技術について 

３ 衛生管理 

(1) 学校給食部門における衛生管理体制について 

(2) 従業員に対する衛生管理教育について 

４ 危機管理 

(1) 事故（食中毒・異物混入等），災害発生時の対応について 

(2) 業務が遂行できない場合の代替策（保険加入内容や他企業との提携

の内容等）について 

５ 市及び学校への協力体制 

(1) 児童・教職員等とのかかわり・受託校での食育事業への協力実績に

ついて 

(2) 災害時における避難所等運営協力等，市及び学校への協力について 

６ 調布市における受託 

(1) 調布市を受託することについてどう考えるか 

(2) 食物アレルギー対応に関する会社としての考え方及び調布市を受託

する場合の対応について 
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(2) 提出方法 

   調布市教育委員会学務課（教育会館１階）へ持参又は郵送（必着）す

ること。 

(3) 書類審査（一次審査）等に関する質問 

   実施要領９のとおり 

(4) 提出期限 

 令和７年９月５日（金）正午 

(5) 書類審査（一次審査）結果の通知 

事業者の企画提案書等を審査し，令和７年１０月３日（金）に全事

業者に対して，書面又は電子メールにて審査結果を通知する。 

(6) 書類審査（一次審査）結果に関する質問 

審査結果について，令和７年１０月７日（火）正午までに書面（持

参又は郵送（必着））又は電子メールにて説明を求めることができる。 

回答は令和７年１０月１４日（火）に書面又は電子メールにて通知

する。 

８ 厨房概略図の閲覧 

  参加申込書類提出予定の事業者に対し，富士見台小学校及び多摩川小学

校の給食室厨房概略図の閲覧を行う。希望する事業者は事前に調布市教育

委員会学務課へ電話連絡し，閲覧時間の予約を行うこと。閲覧は各事業者

１回までとし，閲覧人数は２名までとする。 

なお，閲覧期間は令和７年７月２９日（火）から令和７年９月５日

（金）までとする。 

９ 質問・回答 

    参加資格審査及び書類審査（一次審査）等に関する質問・回答は，以下

のとおりとする。 

(1) 質問方法 

質問事項，会社名，担当者氏名，電話番号，電子メールアドレスを明

記のうえ，調布市教育委員会学務課宛に電子メールで送信すること。  

 (2) 受付期限・回答方法 
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  ア 参加資格審査に関する質問  

 令和７年８月４日（月）正午まで受け付ける。回答は，令和７年８

月８日（金）までに市のホームページに公開する。 

イ 書類審査（一次審査）等に関する質問 

令和７年８月２７日（水）正午まで受け付ける。回答は，令和７

年９月２日（火）までに市のホームページに公開する。 

１０ プレゼンテーション審査（二次審査）及び審査結果 

(1) プレゼンテーション審査実施日 

令和７年１０月１６日（木） 

(2) 選定結果の報告 

委員会は，選定結果を教育長に報告する。 

(3) 候補者の決定 

    教育長は，前項目の報告に基づき候補を決定する。 

(4) 選定結果の通知 

ア 結果通知 

   プレゼンテーション審査（二次審査）の審査結果については，令和

７年１０月３０日（木）に当該審査を行った全事業者に対し，書面及

び電子メールにて通知するものとする。 

イ 結果に関する問い合わせ 

   審査結果について令和７年１１月５日（水）正午までに，書面（持

参又は郵送（必着））又は電子メールにより説明を求めることができ

る。 

回答は令和７年１１月１２日（水）に書面にて通知する。 

１１ 審査概要 

 調布市学校給食調理業務等委託運営検討委員会にて，書類審査（一

次審査）及びプレゼンテーション審査（二次審査）を行う。 

審査方法は，調布市学校給食調理業務等委託（富士見台小学校・多

摩川小学校）プロポーザル審査要項に定める。 
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１２ 日程（予定） 

日時 内容 

令和７年 

７月２９日(火) 
― 

公募（市ホームページへ掲載） 

参加資格審査，書類審査（一次審査）等に関する質問受付開始 

厨房概略図の閲覧開始 

８月 ４日(月) 正午 参加資格審査に関する質問締切 

８月 ８日(金) ─ 参加資格審査に関する質問回答 

８月１２日(火) 正午 参加資格審査提出書類 提出締切 

８月１８日(月) ─ 参加資格審査結果通知 

８月２０日(水) 正午 参加資格審査結果に関する質問締切 

８月２５日(月) ─ 参加資格審査結果に対する質問回答 

８月２７日(水) 正午 書類審査（一次審査）等に関する質問締切 

９月２日（火） ─ 書類審査（一次審査）等に関する質問回答 

９月５日(金) 正午 

書類審査（一次審査）提出書類 提出締切 

厨房概略図の閲覧終了 

９月１６日（火） ─ 書類審査（一次審査） 

１０月３日（金） ─ 書類審査（一次審査）結果通知 

１０月７日（火） 正午 書類審査（一次審査）結果通知に関する質問締切 

１０月１４日（火) ─ 書類審査（一次審査）結果通知に関する質問回答 

１０月１６日（木) ― プレゼンテーション審査（二次審査） 

１０月３０日(木) ― プレゼンテーション審査（二次審査）結果通知 

１１月５日(水） 正午 プレゼンテーション審査（二次審査）結果に対する質問締切 

１１月１２日(水) ― プレゼンテーション審査（二次審査）結果に対する質問回答 

令和８年４月 ― 

契約締結予定 

業務開始 
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１３ 情報公開及び提供 

(1) 基本方針 

   調布市情報公開条例（平成１１年調布市条例第１９号）（以下「公開

条例」という。）に基づき，原則として市政情報を全部公開としてい

ることから，本プロポーザル実施に関する情報について，情報公開及

び情報提供するものとする。 

ただし，公開条例第７条第２号及び第３号により，本プロポーザル

へ参加の事業者から提出された参加申込書類，企画提案書等の記載事

項のうち，個人に関する情報及び事業者その他の団体に関する情報を

公にすることにより，事業者などの事業活動上の正当な利益を害する

恐れがあると考えられるものについては，全て非公開とする。 

(2) 情報提供の内容，方法等 

公開条例に基づき，原則として本件プロポーザルの募集内容，選定結

果について，ホームページで情報提供する。ただし，候補順位が２位以

下の事業者及び審査委員ごとの評価点は公表しない。 

１４ その他 

(1) 本プロポーザルは，「調布市学校給食調理業務等委託（富士見台小学

校・多摩川小学校）」の契約の相手方となる候補者を決定するものであ

る。 

(2) 応募事業者から提出された書類等は，理由の如何に関わらず返却しな

い。 

(3) 応募に際して要した費用は，応募事業者の負担とする。 

(4) 本プロポーザルは，企画・提案能力のある候補者を選定するものであ

り，契約の締結を担保するものではない。 

(5) 本プロポーザルは，企画・提案能力のある事業者を選定するものであ

るため，候補事業者決定後，双方協議のうえ業務の詳細についての仕様

書を定める。 

(6) １事業者からの提案は，１提案とする。 

(7) 提出書類に関しては，原則として追加・変更を認めない。ただし，市
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が認めた場合は，この限りでない。 

(8) 以下に該当する場合には失格となる。 

ア 「４ 参加資格」に記載した条件を満たさない，又は，選定までに

満たさなくなった場合 

イ 必要書類が提出期限後に到達した場合。ただし勘案すべき正当な理

由があった場合はこの限りではない。 

ウ 提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

エ 提出した書類に虚偽の記載があった場合 

オ 概算見積額が，見積上限額を超すとき 

カ 談合その他の不正行為，審査の透明性・公平性を害する行為があっ

たと認められる場合 

キ 書類等の提出，回答，報告等，市の必要と認める事項を正当な理由

なく拒否した場合 

ク 上記事項に掲げるもののほか，公平かつ適正な事務手続等ができな

いものと認められる場合 

(9) 本プロポーザル申込後に参加を辞退する場合は，その時点で調布市教

育委員会学務課へ辞退する旨の書類（任意）を提出すること。なお，辞

退する旨の書類が受理された事業者は，辞退を取り消すことができない。 

１５ 本件プロポーザル及び契約の事務取扱担当部署  

   調布市教育委員会 学務課 保健給食係 

〒182-0026 東京都調布市小島町２－３６－１ 調布市教育会館１階 

   TEL：042-481-7476(直通)/FAX：042-481-7739 

   E-Mail：gakumu@city.chofu.lg.jp 

附 則 

１ この要領は，令和７年６月２５日から施行する。 

２ この要領は，令和８年３月３１日限り，その効力を失う。 
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調布市学校給食調理業務等委託（富士見台小学校・多摩川小学校）プロポーザル

審査要項 

 

第１ 目的 

   この要項は，調布市学校給食調理業務等委託運営検討委員会（以下「運営

検討委員会」という。）において候補事業者を選定する際のプロポーザル審

査について定める。 

第２ 参加資格 

申込時において，次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

(1) 調布市での競争入札参加資格を有していること。 

(2) 調布市指名停止等措置要綱（平成１８年調布市要綱第２２０号）による指

名停止を受けていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定に該当しないこと。 

(4) 調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年調布市要綱第８

号）にもとづく入札参加排除措置をうけていないこと。 

(5) 調布市暴力団排除条例（平成２４年調布市条例第２７号）第２条第６号

に規定する暴力団関係者に該当しないこと。 

(6) 競争入札参加資格審査申請において，提出された書類の記載事項に虚偽が

ないこと。 

(7)  「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」における競争入札参加資

格として，営業種目「病院給食・学校給食」に登録があり，かつ，当該営

業種目の共同格付が「Ａ」であること。 

 (8) 公立小中学校において，１校につき１日６００食以上を提供する給食調

理等業務受託の実績を有すること。 

(9)  公立小中学校において，単独自校方式による給食調理業務等委託の実績を

有すること。 

(10) 当プロポーザル公示日から過去５年間，学校給食法（昭和２９年法律第 

１６０号）第３条第１項に規定する学校給食を調理する給食施設において食

品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条に基づく食中毒等による処
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分を受けていないこと。 

(11) 相互に資本関係又は人的関係にあるものが本プロポーザルに参加していな

いこと。 

(12) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続 

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定

による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

第３ 参加資格審査 

  応募事業者の参加資格を審査し，審査の結果，参加資格を満たしていると

認められた場合，書類審査（一次審査）に参加できるものとする。当該審査

完了後，参加資格が満たないと判断された応募事業者にはその旨通知する。 

第４ 書類審査（一次審査） 

 １ 書類審査手順 

参加資格を満たしている事業者に対して，運営検討委員会の委員は，企画

提案書等により書類審査を行い，上位３事業者をプレゼンテーション審査

（二次審査）に参加する事業者とする。当該審査完了後，通過しなかった事

業者にその旨通知する。なお，書類審査を通過した応募事業者にはプレゼン

テーション審査（二次審査）の日程を通知する。 

 ２ 評価方法 

(1) 配点は，各項目，得点方式とし，選定評価書（様式１）を使用し，加点

（各項目ごとに１点～５点）にて行う。 

本調理業務を特段の支障なく実施できると考えられる標準的なレベルを

満たしている場合に３点とし，それを基準として以下のとおりとする。 

合計点が高い順から上位３事業者をプレゼンテーション審査（二次審

査）に参加する事業者とする。 

    ５点 標準レベル以上に高く評価できる特筆すべき内容がある。 

    ４点 一定要求水準以上に評価できる内容がある。 

    ３点 標準的なレベルである。 

    ２点 標準的なレベルを下回っている。 

    １点 標準的なレベルを下回り，業務に支障が出ると考えられる。 

  (2) 合計点が同点になり３事業者を決定できない場合には，同点となった事
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業者について，各委員の専門分野に該当する項目の点を通常の２倍に換算

し，再度合計点を算出し，合計点の高い事業者をプレゼンテーション（二

次審査）に参加する事業者とする。 

  (3) 前２号の方法により審査を行った場合でも合計点が同点となる場合には，

同点となった事業者について概算見積額を比較し，その金額が低い事業者

をプレゼンテーション審査（二次審査）に参加する事業者とする。 

 ３ 評価項目 

(1) 学校給食調理業務に対する会社としての考え方（配点５点） 

 (2) 業務遂行能力（配点５点） 

 (3) 衛生管理（配点５点） 

 (4) 危機管理（配点５点） 

 (5) 市及び学校への協力体制（配点５点） 

 (6) 調布市における受託（配点５点） 

 (7) 見積金額（配点５点） 

 (8) 会社概要（配点５点） 

第５ プレゼンテーション審査（二次審査） 

１ プレゼンテーション審査の手順 

運営検討委員会の委員は，事業者から企画提案書によるプレゼンテーショ

ンを受け，その後，質疑応答を行う。終了後，委員ごとに企画提案内，会社

概要書及び概算見積書を総合的に評価し，審査を行うことにより，候補事業

者の選定を行う。 

事業者によるプレゼンテーションを２０分，運営検討委員会の委員による

質疑応答を２０分行う。 

２  評価方法 

(1) 配点は，各項目，得点方式とし，選定評価書（様式１）を使用し，加

点（各項目ごとに１点～５点）にて行う。本調理業務を特段の支障なく

実施できると考えられる標準的なレベルを満たしている場合に３点とし，

それを基準として以下のとおりとする。ただし，各委員の専門分野に該

当する項目については，その点を通常の２倍に換算する。また，５点及

び４点は，１つの項目につき１事業者のみの配点とし，５点及び４点を
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配点した場合は，その評価できる内容について，評価理由書（様式２）

に記載するものとする。 

    ５点 標準レベル以上に高く評価できる特筆すべき内容がある。 

    ４点 一定要求水準以上に評価できる内容がある。 

    ３点 標準的なレベルである。 

    ２点 標準的なレベルを下回っている。 

    １点 標準的なレベルを下回り，業務に支障が出ると考えられる。 

(2) 事業者ごとの得点を合計し，委員数で除し小数点以下第２位を四捨五

入した平均点を運営検討委員会の評価点とし，最高の評価点となった事業

者を候補事業者とする。 

なお，最高の評価点となった事業者が複数となった場合は，委員の投

票により決定するものとし，さらに，同数となった場合には，委員長が

決定するものとする。 

(3)  複数の事業者から応募があった場合は，第２位以下についても順位を

定めるものとする。 

(4)  委託候補事業者選定後，上位の応募事業者が辞退又は失格となったと

きは，下位の事業者の順位を繰り上げて，順位を定めるものとする。 

(5) 最高の評価点となった事業者であっても，評価点が満点の５０％未満

の場合，参加委員の投票により決定するものとする。 

３ 評価基準（予定） 

 (1) 学校給食調理業務に対する会社としての考え方（配点５点） 

 (2) 業務遂行能力（配点５点） 

 (3) 衛生管理（配点５点） 

 (4) 危機管理（配点５点） 

 (5) 市及び学校への協力体制（配点５点） 

 (6) 調布市における受託（配点５点） 

 (7) 見積金額（配点５点） 

 (8) 会社概要（配点５点） 

第６ 審査結果 

１ 選定結果の報告 
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運営検討委員会は，選定結果を教育長に報告する。 

２ 候補者の決定 

     教育長は，前項目の報告に基づき候補を決定する。 

３ 選定結果の通知 

当該審査を行った全事業者に対し，書面及び電子メールにて通知するも

のとする。 

 

附 則 

 この要項は，令和７年６月２５日から施行する。 


